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Check point of job posting

求人票のチェックポイント（高卒例） ハローワークで相談が多かった点を中心に
求人票の見方をまとめました。
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この欄の表示には以下の種類があります。
①正社員
　直接雇用で、雇用期間の定めがなく、フルタイムのもの。
②正社員以外
　臨時社員、契約社員、嘱託社員など、正社員以外のもの。
③有期雇用派遣
④無期雇用派遣
また、正社員採用されるために資格取得などの条件がある
場合があります。［20 補足事項や求人条件に係る特記事項］
欄なども確認してください。

雇用形態

この欄の表示には以下の種類があります。
①派遣・請負ではない  ②派遣  ③紹介予定派遣  ④請負

就業形態

さまざまな賃金形態があります。
①月給…月単位で算定される賃金
②日給…日単位で算定される賃金（日払支給とは
　限りません。月払、週払、日払などがあります）
③時給…時間単位で算定される賃金（月払、週払、
　日払などがあります）
④年俸…年額が決められ、各月に分けて支給されます。
　支払い方法は会社ごとの規定を必ず確認してください。

賃金形態等

「賞与」は制度の有無、及び前年度実績が記載され
ています。
「昇給」は制度及び前年度1年間の実績又は割合が
記載されています。会社・個人の業績により変動する
ことがあります。
※前年の新規高卒者の採用実績がない場合、（前年
度実績）欄が表示されません。

賞与・昇給

通勤手当が実費ではなく、会社規定の計算方法に
より支給される場合があります。

通勤手当

手当には、営業手当、職務手当などさまざまな
種類があります。手当のうち、定額的に支払わ
れる手当については月額総額に含まれます。

手 当

採用後初めて従事する仕事の内容、また将来見込まれる
仕事内容の変更範囲が記載されています。なお、入社後に
職種間の異動がある場合があります。

職種・仕事の内容

試用期間がある場合、その期間について、補足事項欄に記載
があります。また、期間中の労働条件が異なる場合も「補足
事項」欄に記載されています。

試用期間

採用された場合に実際に働く場所が記載されています。
事業所所在地と就業場所が異なる場合があるのでよく
確認しましょう。
就職場所が特定できない場合などは、「補足事項」欄に記載
されています。
「転勤の可能性あり」の場合、転勤の範囲は「補足事項」欄に
記載があります。また「転勤の可能性なし」となっていても、
研修を遠方で実施する場合や、事業拡大などで将来転勤を
打診される場合もあります。転勤できない場合は、面接など
でそのことを伝えておくのがよいでしょう。
なお、マイカー通勤の場合、駐車場が有料の場合もあるため、
「求人条件にかかる特記事項」をよく確認してください。

就業場所・マイカー通勤・
転勤の可能性

一定期間の労働時間が変則的な「変形」や、「交替
制」の場合などがあります。また、複数の時間帯が
記載されているときは、どの時間の勤務もあり得る
場合や、その時間の中から選択して勤務する場合
などがあるので、面接などで確認するといいでしょう。

就業時間

早出出勤や残業のことです。時期により残業
時間に差がある場合があります。気になるとき
は面接などで確認してください。なお、36協定
における特別条項（時間外・休日労働に関する
協定）がある場合は「あり」となっています。

時間外

「週休二日制」欄には、完全週休二日制を実施している場合
は「毎週」、前記以外の形態で週休二日制を実施している
場合は「その他」、週休二日制ではない場合「なし」と記載
されています。

週休二日制

就業場所における受動喫煙の防止に向けた取組の内容に
ついて記載があります。

受動喫煙対策

「現行」の場合は、採用予定者の賃金がまだ決定
していないため、当該年の新規高等学校卒業
者採用者の賃金が参考として記載されます。
また、「確定」の場合は、採用予定者の賃金が
既に決まっています。
※月額については、表示されている額から所得
税・社会保険料などが控除されますので、注意
してください。
→例えば、記載額の211,000円の場合、所得税・
社会保険料など、控除後の額は約174,000円
程度となります。（令和7年4月1日時点）
※一定時間分の時間外労働に対する割り増し
賃金を定額で支払うこととしている場合は、
「固定残業代」ありとなっており、詳細は「固定
残業代に関する特記事項欄」に記載があります
ので、確認してください。日給、時間給の場合は
月額の概算が記載されています。

賃金等（現行・確定）、月額
会社が従業員のために用意している単身用・世帯用
それぞれの住宅があり、入居可能な場合に、「単身用
あり」又「世帯用あり」が、入居可能な住宅がない場
合は「なし」が記載されております。
なお、利用条件や宿舎費用などがある場合は、「求人
条件にかかる特記事項」に記載されています。

入居可能住宅

会社が資格取得などのための通学制度を認めてい
るか否かについて記載されています。
なお、何らかの配慮がある場合は青少年雇用情報の
「２（２）自己啓発支援の有無及びその内容」に記載
されています。

通学
各種保険制度の加入状況が記載されています。
①雇用…雇用保険。失業した場合などに支給されます。
②労災…労災保険。
　業務上の病気・ケガなどの場合に支給されます。
③健康…健康保険。
　業務外の病気・ケガなどの場合に支給されます。
④厚生…厚生年金保険。老齢になった場合、障害が残った
　状態となった場合、死亡した場合などに支給されます。
⑤財形…勤労者財産形成促進制度。働く人の財産形成促進
　のための貯蓄制度です。
⑥退職金共済…退職金を確実に支払うために企業が預金を
　社外に積み立てる制度です。

加入保険等

応募前職場見学とは、企業に応募する前に実際の職業環境
や業務内容を見学しに行くことです。職場の雰囲気なども
自分の目で見て実感し、イメージと合うのか確認できる
機会にもなります。求人票を見て疑問に思ったことも確認
しましょう。

応募前職場見学

適性検査の具体的な検査名やその他が該当する場合は、
その他〔　〕欄に詳細な記載があります。

選考方法

募集・採用に関する情報

複数応募が「可」の場合、記載の期日以降は他の求人との
併願が可能となります。
※この記載例の場合、複数応募は10月1日以降に「可」となり
ますので、9月末までは他の求人と重複して応募はできません。

選考日、複数応募

求人条件に関する特記事項、企業の特長や労働条件、福利
厚生、試用期間の詳細に関する補足説明が記載されている
場合があるので、必ず確認しましょう。
なお、記載例にあるとおり、応募前職場見学については、参加
の有無によって採否が決定されるものではありません。

補足事項
求人条件に係る特記事項

職業能力の開発及び
向上に関する取組の実施状況

職場への定着の促進に関する
取組の実施状況

週休二日制のほかに、年末年始や夏季休暇
などそれぞれの会社で決められた休日があり、
合計が年間休日数になります。

休日等

入社時の有給休暇日数や6ヶ月経過後の有給
休暇日数欄には取得可能日数が記載してあり
ます。また、取得実績ではないので注意して
ください。

有給休暇

求人票は、事業所を選んだり、働いている様子や
将来を具体的に思い浮かべたりする際の大切な情報
が記されています。求人票の内容を十分に理解し、
就職活動の役に立てください。

不明な点については、自分で調べたり、学校の進路
指導担当の先生などに相談したり、しっかり理解を深め
ましょう。また、求人票の内容でわからないことや疑問
に思うことがありましたら、最終ページに記載してある
ハローワークなどにお気軽にご相談してください。
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この欄の表示には以下の種類があります。
①正社員
　直接雇用で、雇用期間の定めがなく、フルタイムのもの。
②正社員以外
　臨時社員、契約社員、嘱託社員など、正社員以外のもの。
③有期雇用派遣
④無期雇用派遣
また、正社員採用されるために資格取得などの条件がある
場合があります。［20 補足事項や求人条件に係る特記事項］
欄なども確認してください。

雇用形態

この欄の表示には以下の種類があります。
①派遣・請負ではない  ②派遣  ③紹介予定派遣  ④請負

就業形態

さまざまな賃金形態があります。
①月給…月単位で算定される賃金
②日給…日単位で算定される賃金（日払支給とは
　限りません。月払、週払、日払などがあります）
③時給…時間単位で算定される賃金（月払、週払、
　日払などがあります）
④年俸…年額が決められ、各月に分けて支給されます。
　支払い方法は会社ごとの規定を必ず確認してください。

賃金形態等

「賞与」は制度の有無、及び前年度実績が記載され
ています。
「昇給」は制度及び前年度1年間の実績又は割合が
記載されています。会社・個人の業績により変動する
ことがあります。
※前年の新規高卒者の採用実績がない場合、（前年
度実績）欄が表示されません。

賞与・昇給

通勤手当が実費ではなく、会社規定の計算方法に
より支給される場合があります。

通勤手当

手当には、営業手当、職務手当などさまざまな
種類があります。手当のうち、定額的に支払わ
れる手当については月額総額に含まれます。

手 当

採用後初めて従事する仕事の内容、また将来見込まれる
仕事内容の変更範囲が記載されています。なお、入社後に
職種間の異動がある場合があります。

職種・仕事の内容

試用期間がある場合、その期間について、補足事項欄に記載
があります。また、期間中の労働条件が異なる場合も「補足
事項」欄に記載されています。

試用期間

採用された場合に実際に働く場所が記載されています。
事業所所在地と就業場所が異なる場合があるのでよく
確認しましょう。
就職場所が特定できない場合などは、「補足事項」欄に記載
されています。
「転勤の可能性あり」の場合、転勤の範囲は「補足事項」欄に
記載があります。また「転勤の可能性なし」となっていても、
研修を遠方で実施する場合や、事業拡大などで将来転勤を
打診される場合もあります。転勤できない場合は、面接など
でそのことを伝えておくのがよいでしょう。
なお、マイカー通勤の場合、駐車場が有料の場合もあるため、
「求人条件にかかる特記事項」をよく確認してください。

就業場所・マイカー通勤・
転勤の可能性

一定期間の労働時間が変則的な「変形」や、「交替
制」の場合などがあります。また、複数の時間帯が
記載されているときは、どの時間の勤務もあり得る
場合や、その時間の中から選択して勤務する場合
などがあるので、面接などで確認するといいでしょう。

就業時間

早出出勤や残業のことです。時期により残業
時間に差がある場合があります。気になるとき
は面接などで確認してください。なお、36協定
における特別条項（時間外・休日労働に関する
協定）がある場合は「あり」となっています。

時間外

「週休二日制」欄には、完全週休二日制を実施している場合
は「毎週」、前記以外の形態で週休二日制を実施している
場合は「その他」、週休二日制ではない場合「なし」と記載
されています。

週休二日制

就業場所における受動喫煙の防止に向けた取組の内容に
ついて記載があります。

受動喫煙対策

「現行」の場合は、採用予定者の賃金がまだ決定
していないため、当該年の新規高等学校卒業
者採用者の賃金が参考として記載されます。
また、「確定」の場合は、採用予定者の賃金が
既に決まっています。
※月額については、表示されている額から所得
税・社会保険料などが控除されますので、注意
してください。
→例えば、記載額の211,000円の場合、所得税・
社会保険料など、控除後の額は約174,000円
程度となります。（令和7年4月1日時点）
※一定時間分の時間外労働に対する割り増し
賃金を定額で支払うこととしている場合は、
「固定残業代」ありとなっており、詳細は「固定
残業代に関する特記事項欄」に記載があります
ので、確認してください。日給、時間給の場合は
月額の概算が記載されています。

賃金等（現行・確定）、月額
会社が従業員のために用意している単身用・世帯用
それぞれの住宅があり、入居可能な場合に、「単身用
あり」又「世帯用あり」が、入居可能な住宅がない場
合は「なし」が記載されております。
なお、利用条件や宿舎費用などがある場合は、「求人
条件にかかる特記事項」に記載されています。

入居可能住宅

会社が資格取得などのための通学制度を認めてい
るか否かについて記載されています。
なお、何らかの配慮がある場合は青少年雇用情報の
「２（２）自己啓発支援の有無及びその内容」に記載
されています。

通学
各種保険制度の加入状況が記載されています。
①雇用…雇用保険。失業した場合などに支給されます。
②労災…労災保険。
　業務上の病気・ケガなどの場合に支給されます。
③健康…健康保険。
　業務外の病気・ケガなどの場合に支給されます。
④厚生…厚生年金保険。老齢になった場合、障害が残った
　状態となった場合、死亡した場合などに支給されます。
⑤財形…勤労者財産形成促進制度。働く人の財産形成促進
　のための貯蓄制度です。
⑥退職金共済…退職金を確実に支払うために企業が預金を
　社外に積み立てる制度です。

加入保険等

応募前職場見学とは、企業に応募する前に実際の職業環境
や業務内容を見学しに行くことです。職場の雰囲気なども
自分の目で見て実感し、イメージと合うのか確認できる
機会にもなります。求人票を見て疑問に思ったことも確認
しましょう。

応募前職場見学

適性検査の具体的な検査名やその他が該当する場合は、
その他〔　〕欄に詳細な記載があります。

選考方法

募集・採用に関する情報

複数応募が「可」の場合、記載の期日以降は他の求人との
併願が可能となります。
※この記載例の場合、複数応募は10月1日以降に「可」となり
ますので、9月末までは他の求人と重複して応募はできません。

選考日、複数応募

求人条件に関する特記事項、企業の特長や労働条件、福利
厚生、試用期間の詳細に関する補足説明が記載されている
場合があるので、必ず確認しましょう。
なお、記載例にあるとおり、応募前職場見学については、参加
の有無によって採否が決定されるものではありません。

補足事項
求人条件に係る特記事項

職業能力の開発及び
向上に関する取組の実施状況

職場への定着の促進に関する
取組の実施状況

週休二日制のほかに、年末年始や夏季休暇
などそれぞれの会社で決められた休日があり、
合計が年間休日数になります。

休日等

入社時の有給休暇日数や6ヶ月経過後の有給
休暇日数欄には取得可能日数が記載してあり
ます。また、取得実績ではないので注意して
ください。

有給休暇

求人票は、事業所を選んだり、働いている様子や
将来を具体的に思い浮かべたりする際の大切な情報
が記されています。求人票の内容を十分に理解し、
就職活動の役に立てください。

不明な点については、自分で調べたり、学校の進路
指導担当の先生などに相談したり、しっかり理解を深め
ましょう。また、求人票の内容でわからないことや疑問
に思うことがありましたら、最終ページに記載してある
ハローワークなどにお気軽にご相談してください。
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